
札幌地裁「新・人間裁判」の判決に対する声明 
 

 2021 年３月 29 日、国が生活保護費の支給額を引き下げたのは生存権を認めた憲法に違

反するとして北海道の生活保護受給者らが処分の取り消しを求めた裁判において、札幌地

方裁判所（以下「札幌地裁」という。）は原告の請求を棄却しました。この判決に対して、

精神障害者をはじめとするすべての人の権利を擁護し、メンタルヘルス課題のある方々を

対象とするソーシャルワーカーの職能団体である本協会としての見解を以下に表明します。 

 札幌地裁は、基準の改定による引き下げは、「厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見

地からの裁量権がある」と指摘し、「国の財政事情を踏まえた自民党の政策の影響を受けた

ものであったとしても、直ちに裁量権の範囲の逸脱又は乱用があるとはいえない」として

原告の請求を棄却しました。 

 一方、大阪地方裁判所では 2021年２月 22日に、厚生労働大臣による生活保護基準改定

を違法とし、同基準による減額処分の取り消しという画期的な判決が言い渡されており、

厚生労働大臣が 2013年から 2015年にかけて生活保護基準を減額改定した判断には、統計

等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠くとしていました。 

 ところが札幌地裁では、「統計学上正当性を欠くとはいえないし、不合理であったと認め

られない」としており、客観的であるべき改定作業のプロセスが、行政の都合、政治的意

見、社会風潮等によって歪められた事実は無視されています。このような、司法の責任を

放棄したかに見える今回の不当判決は、131 人の原告だけではなく、多くの生活保護受給

者の思いや尊厳を踏みにじるばかりか、生活保護に対する誤った認識やスティグマを強め

るものであり、生活保護制度を取り巻く現実を直視し全容を把握できているとは思えませ

ん。 

 本協会は、今後も続く各地での裁判と世論に与える影響を危惧し、本判決に強く抗議す

るとともに、一連の裁判の動向を今後も注視し、全国各地で本裁判を戦っている約 1,000

人の原告や弁護団、支援者を応援していきます。また、社会正義の実現を追求するととも

に、すべての人のいのちと健康が守られる社会の実現に向けて今後も尽力していきます。 
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